
1 

 

令和６年 美 郷 町 議 会 議 事 録 
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会 議 録 署 名 

議    員 
２番 牛   尾  博  文 ３番 藤 原 み ど り 

地方自治法第 

１２１条によ 

り説明のため 

出席した者の 
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職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町  長 嘉 戸 隆 住民課長 志 村 幸 恵 

副 町 長 山 根 啓 史 健康福祉課長 石 田 圭 司 

教 育 長 阿 川 俊 治 産業振興課長 行 田 将 士 

総務課長 中 原 輝 文 美郷バレー課長  安 田 亮 

企画推進課長 行 田 綾 子 建設課長 三 上 智 央 

情報・未来技術戦略課長  佐 竹 一 輝 大和事務所長 吉 村 猛 

美郷暮らし推進課長 永 妻 孝 司 教育課長 旭 林 修 範 

会計課長 森 原 健 次   

職務により議会に出席 

した者の職・氏名  

議会事務局長 井 原 武 徳 

議会事務局員 大 畑 真 紀  

議 事 日 程 別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 
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令和６年美郷町議会第２回定例会議事日程 

             （第 ２ 号） 

 

令和 ６年 ６月 ５日（水） 午前 ９時３０分 開会  

日程 事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 議案質疑 

【条例案】 

議案第３６号 美郷町税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３７号 美郷町農業生産施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【予算案】 

議案第３８号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第２号） 

議案第３９号 令和６年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第４０号 令和６年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第４１号 令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 

【一般事件案】 

議案第４２号 財産の取得について 

議案第４３号 町道路線の認定について 

議案第４４号 美郷町農業委員会委員の任命について 

 
 

３ 議案の委員会付託 
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（開 会 午 前 ９時３０分） 

●福島副議長 

おはようございます。 

初めに、ご報告申し上げます。原議長、病気療養のため欠席届が出ておりますので、

地方自治法第 106条第 1項の規定により、副議長の私、福島が議長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

ただ今の出席議員は 10名でありますので、定足数を満たしております。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配付してあるとおりであります。 

日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により、2番・牛尾議員、3番・藤原み

どり議員を指名いたします。 

日程第 2、議案質疑を行います。 

これより、議案第 36号から議案第 44号までの議案について、順次質疑を行います。

初めに、議案 36号について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 36号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 37号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 37号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 38号について質疑を許します。 

質疑のある方はページ数を示してからお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 38号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 39号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 39号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 40号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なし声） 
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●福島副議長 

ないようですので、議案第 40号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 41号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 41号の質疑を終わります。 

議案第 42号について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●福島副議長 

12番、西嶋議員。 

●西嶋議員 

1点ほどお聞かせください。おそらく、これオートマチック車に変わっていきょうる

のが目的じゃないかと、まあ目的言うことはないですが、だと思うんですが、後どのぐ

らいまだ更新せにゃあならん車両がありますか。それで全体どれぐらいあるんですか。 

●福島副議長 

番外、総務課長。 

●中原総務課長 

失礼いたします。西嶋議員さんのご質問ですけれども、全部、基本的に統一はしてお

りますので、オートマチック車で更新していく予定としております。あとそれから、現

在のところですね、令和 9年までの毎年更新していく計画を立てております。それは

25年以上経過した車両について、そのように立てておるものです。ですので、後いく

らかと申し上げますと、という点について申し上げますと、今のところの予定では、来

年度、令和 7年度も 2台、令和 8年度も 2台、それから令和 9年度については、今のと

ころ 1台、計 5台を、今年度のものを除いて、今後、5台を予定しておるところです。

以上です。 

●福島副議長 

他に質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 42号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 43号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 43号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第 44号について、質疑を許します。 

質疑はありませんか。 
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（なしの声） 

●福島副議長 

ないようですので、議案第 44号の質疑を終わります。 

以上で、議案質疑を終わります。 

日程第 3、議案の委員会付託を議題といたします。 

お諮りいたします。 

先ほど質疑を終えた議案第 36号から議案第 44号までの議案のうち、予算案を除く 5

議案につきましては、あらかじめお手元に配付しております議案付託表のとおり、各委

員会へ付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●福島副議長 

ご異議なしと認め、付託表のとおり、各委員会へ付託することに決定いたしました。

それぞれの委員会におかれましては、慎重なご審議のほどよろしくお願いいたします。  

以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

次の会議は、10日月曜日定刻より開きます。 

本日は、これをもちまして散会といたします。 

お疲れさまでした。 

（散 会 午 前 ９時３８分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


